
数字は暫定値となります。       令和８年２月号 

埼玉県警察ホームページ https://www.police.pref.saitama.lg.jp/ 

 

草加警察署 

ホームページ 

(1２月１１日～１月１０日) 

自転車盗・・・・・・・・・２件 

オートバイ盗・・・・・・・１件 

器物損壊・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・２件 

物件事故・・・・・・・・２４件 

人身事故・・・・・・・ ・１０件 

不審電話・・・・ ・・ ・・・ １件 

「あなたの電話番号（口座・カード）が犯罪に使用されています」等と言って、 

ＳＮＳやテレビ電話に誘導し、警察手帳や逮捕状を見せ信用させる手口。 

 子どもたちを交通事故から守る

ために一緒に基本的な交通ルール

の確認をしましょう。 

  ※道路の正しい歩き方 

  ※安全な横断のしかた 

  ※信号の見方等 

 昨年末から、バイク・オートバイの

盗難が増加しています。 

 盗まれないために 

● 必ずハンドルロックとワイヤー 

  鍵を（Ｕ字ロック）を使って二重 

  ロックにしましょう。 

● ワイヤー鍵は必ず固定物に 

  くくりつけるようにしましょう。 

● 不審な人を見かけたら 

  １１０番通報 

  をお願いします。 

令和 8 年 4 月 1 日から 

自転車の交通違反に 
交通反則通告制度(青切符)が導入されます 

 
対象は 16 歳以上 

※運転免許証の有無は関係ありません 

 
□ 自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。 

□ これまで「赤切符」で検挙されていた交通違反の 

   一部が、「青切符」で検挙されることとなります。 

  その場で反則金の納付書が交付されます。 

 引続き、 

基本的な交通ルールの遵守と 

ヘルメット着用をお願いします！ 

 

自転車への青切符の導入 

埼玉県警ＨＰ 

 

交通安全ｅラーニング 

埼玉県警ＨＰ 

 


